
   

アーチェリー場利用者各位 

 

 

瑞 穂 運 動 場  ア ー チ ェ リ ー 場 の  

利 用 ル ー ル に つ い て  

 

 

アーチェリー場の安全利用のため、下記のとおり施設利用のルールを定めましたの

でご協力ください。 

 

 

記 

 

 

１． シューティングラインは、５０ｍの位置とする。 

 

２． 上記以外の距離は、的を移動して行射する。 

 

３． 矢取りは、全員が同時に行なうこと。 

 

４． 的の設置や撤収は、協力して行なうこと。 

 

５． 的に向かって、左側を長距離・右側を短距離とする。 

◆ 矢取りが困難な方に限り、右側での長距離の行射を認めます。 

 

６． 管理事務所職員から指示があった場合は、その指示に従うこと。 

 

※ 専用利用で全員が同じ距離を行射する場合は例外とする。 

 

 

上記のルールを守れない方は、利用をお断りすることがあります。 

 

 

以上 

 

 

平成２３年 ６月 ５日   

瑞穂運動場管理事務所   


